
 

 

（養Ｃ）一種免許状と実務経験を基に、専修免許状を取得する。  

 

【根拠規定】教育職員免許法別表第６（上級免許状の取得） 

取得免許状 基礎免許状 基礎免許状を取得したのち 

養護教諭 

専修免許状 

養護教諭 

一種免許状 

良好な成績の実務年数 3 

修得を要する単位数 15 

備考① 修得を要する単位は、大学が独自に設定する科目で、大学院の課程等で修得すること。 

備考② 実務年数とは、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭としての実務（当面

の間、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、

又は幼保連携型認定こども園において、専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で

常時勤務に服することを要するものを含む）。 

備考③ 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、養護に関する科目又は養護教諭・栄養教

諭の教育の基礎的理解に関する科目等について修得するものとする。 

 

養護教諭免許状取得 

 


